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平成３０年度答申第８８号 

平成３１年３月２８日 

 

諮問番号 平成３０年度諮問第６５号（平成３１年１月１１日諮問） 

審 査 庁 農林水産大臣 

事 件 名 保安林の指定の不解除処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る判断は妥当である。 

 

理     由 

第１ 事案の概要 

１ 本件審査請求の骨子 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、平成２９年１１

月２４日、農林水産大臣（以下「処分庁」という。）に対し、保安林として指

定されている自己所有のＣ地ａ番、ｂ番、ｃ番、ｄ番及びｅ番の５筆の森林

（以下、合わせて「本件保安林」という。）について森林法（昭和２６年法律

第２４９号）２７条１項の規定に基づいて指定解除の申請（以下「本件申請」

という。）を行ったところ、処分庁が、同年１２月２７日付けで、保安林の指

定を解除しないとの処分（以下「本件処分」という。）を行ったことから、こ

れを不服として審査請求をした事案である。 

２ 関係法令等の定め 

本件についての関係法令等の定めは、次のとおりである。 

⑴ 保安林の指定 

農林水産大臣は、次の①から⑪まで（指定しようとする森林が民有林で

ある場合にあっては、①から③まで）に掲げる目的を達成するため必要があ

るときは、森林（民有林にあっては、重要流域（二以上の都府県の区域にわ
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たる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣

が指定するものをいう。以下同じ。）内に存するものに限る。）を保安林と

して指定することができる。 

① 水源のかん養 

② 土砂の流出の防備 

③ 土砂の崩壊の防備 

④ 飛砂の防備 

⑤ 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備 

⑥ なだれ又は落石の危険の防止 

⑦ 火災の防備 

⑧ 魚つき 

⑨ 航行の目標の保存 

⑩ 公衆の保健 

⑪ 名所又は旧跡の風致の保存 

（森林法２５条１項） 

⑵ 保安林の指定の解除 

農林水産大臣は、保安林（民有林にあっては、森林法２５条１項１号か

ら３号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存

するものに限る。以下⑵において同じ。）について、その指定の理由が消

滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければな

らない。 

（森林法２６条１項） 

⑶ 保安林の指定の解除申請手続 
保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はそ

の指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定め

る手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除

すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することがで

きる。 

（森林法２７条１項） 

都道府県知事以外の者が森林法２７条１項の規定により保安林の指定又

は解除を農林水産大臣に申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都

道府県知事を経由しなければならない。 

（森林法２７条２項） 
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都道府県知事は、同法２７条２項の規定に基づき農林水産大臣に対する

申請がなされた場合には、遅滞なくその申請書に意見書を附して農林水産大

臣に進達しなければならない。ただし、申請が同条１項の条件を具備しない

か、又は同法２８条の規定に違反していると認めるときは、その申請を進達

しないで却下することができる。 

（森林法２７条３項） 

⑷ 保安林における制限 
ア 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を

受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、次の①から⑨まで

のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

① 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行と

して伐採する場合 

② 森林法３４条の２第１項に規定する択伐による立木の伐採をする場

合 

③ 同法３４条の３第１項に規定する間伐のための立木の伐採をする場

合 

④ 同法３９条の４第１項の規定により地域森林計画に定められている

森林施業の方法及び時期に関する事項に従って立木の伐採をする場合 

⑤ 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする

者（以下「森林所有者等」という。）が同法４９条１項の許可を受け

て伐採する場合 

⑥ 同法１８８条３項の規定に基づいて伐採する場合 

⑦ 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある

場合 

⑧ 除伐する場合 

⑨ その他農林水産省令で定める場合 

（森林法３４条１項） 

イ 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、

立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は

土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をし

てはならない。ただし、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

① 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者
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がその履行としてする場合 

② 森林所有者等が森林法４９条１項の許可を受けてする場合 

③ 同法１８８条３項の規定に基づいてする場合 

④ 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある

場合 

⑤ 軽易な行為であって農林水産省令で定めるものをする場合 

⑥ その他農林水産省令で定める場合 

（森林法３４条２項） 

⑸ 保安林における植栽の義務 
森林所有者等が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林に係る森

林所有者は、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方

法、期間及び樹種に関する定めに従い、当該伐採跡地について植栽をしなけ

ればならない。ただし、当該伐採をした森林所有者等が当該保安林に係る森

林所有者でない場合において当該伐採があったことを知らないことについて

正当な理由があると認められるとき、当該伐採跡地について森林法３８条１

項又は３項の規定による造林に必要な行為をすべき旨の命令があった場合

（当該命令を受けた者が当該伐採跡地に係る森林所有者以外の者であり、そ

の者が行う当該命令の実施行為を当該森林所有者が拒んだ場合を除く。）そ

の他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 

（森林法３４条の４） 

⑹ 監督処分 
ア 都道府県知事は、森林法３４条１項の規定に違反した者若しくは同項の

許可に附した同条６項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその

他不正な手段により同条１項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、

伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定

めて造林に必要な行為を命ずることができる。 

（森林法３８条１項） 

イ 都道府県知事は、同条２項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附

した同条６項の条件に違反して同条２項の行為をした者又は偽りその他

不正な手段により同項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その

行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命

ずることができる。 

（森林法３８条２項） 
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ウ 都道府県知事は、同法３４条の２第１項の規定に違反した者に対し、当

該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命

ずることができる。 

（森林法３８条３項） 

エ 都道府県知事は、森林所有者が同法３４条の４の規定に違反して、保安

林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせ

ず、又は当該指定施業要件として定められている植栽の方法若しくは樹

種に関する定めに従って植栽をしない場合には、当該森林所有者に対し、

期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植

栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている

樹種と同一の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができる。 

（森林法３８条４項） 

⑺ 処分庁における保安林の解除基準 

処分庁は、森林法２６条１項に規定する「指定の理由が消滅したとき」

について、「保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて」

（昭和４５年６月２日付け４５林野治第９２１号林野庁長官通知。以下「長

官通知」という。）第２の１に定める以下の４つの基準（以下「本件解除基

準」といい、次の①から④までの番号に応じ、それぞれ「解除基準１号」な

いし「解除基準４号」という。）のいずれかに該当するときを「指定の理由

が消滅したとき」として、保安林の指定の解除を行っている。 

① 受益の対象が消滅したとき。 

② 自然現象等により保安林が破壊され、かつ、森林に復旧することが

著しく困難と認められるとき。 

③ 当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設等が設置された

とき又はその設置が極めて確実と認められるとき。 

④ 森林施業を制限しなくても受益の対象を害するおそれがないと認め

られるとき。 

３ 本件処分の理由 

本件処分において処分庁が示した理由は、以下のとおりである。 

森林法２６条１項に規定する「指定の理由が消滅したとき」とは、長官通知

第２の１において、次の各号のいずれかに該当するときとしているところ、本

件申請のあった本件保安林は、下記のとおりいずれにも該当しないことから、

「指定の理由が消滅したとき」とは認められず、解除しない。 
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① 受益の対象が消滅したとき 

② 自然現象等により保安林が破壊され、かつ、森林に復旧することが著し

く困難と認められるとき 

③ 当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設等が設置されたとき

又はその設置が認められるとき 

④ 森林施業を制限しなくても受益の対象を害するおそれがないと認められ

るとき 

記 

⑴ 本件保安林は、土砂の流出経路に近接してＤ都道府県道や人家等の受益の

対象が存在しているため、「受益の対象が消滅したとき」には該当しない。 

⑵ 本件保安林は、「周辺森林からの種子導入などによる草本類のみの自然緑

化が部分的に認められる」のであるから植生の回復途上にあること、また、

審査請求人による是正工事により植生が回復途上にあること、遷移による森

林化により、更に機能が高い状態の森林への移行・復旧も見込まれることか

ら、「自然現象等により保安林が破壊され、かつ、森林に復旧することが著

しく困難と認められるとき」には該当しない。 

⑶ 本件申請は、保安林をやむを得ず森林以外の用途に転用する場合には該当

せず、保安林が極力確保され、転用による影響が最小限となるよう措置する

ことを目的に、本件保安林の機能を代替する機能を果たすべき施設等の設置

が計画されたものではない。 

また、現在、Ｅ市が施工している水路は、過去の違法開発によって生じ

た「「土砂ダム」のような池状の場所」に対応するための施設であり、本件

保安林の土砂流出防止機能を代替するものではない。 

さらに、審査請求人が是正工事で設置した水路や植栽工は、同者が違法

開発した本件保安林を原状復旧させるために必要な処置であり、これが完成

したとしても、違法開発された本件保安林の機能の一部を原状に戻す措置に

すぎず、土砂流出防止機能の全てを代替するものではない。 

以上のことから、「当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設

等が設置されたとき又はその設置が認められるとき」には該当しない。 

⑷ 本件保安林は、過去、森林施業が及ばなかった時期には治山事業を実施す

るほど土砂流出のおそれが高いという事実に加え、現在、審査請求人による

是正工事により植生が回復途上にあり、遷移による森林化が見込まれる状態

にすぎず、森林の健全性が確保され、森林の持つ公益的機能が適切に発揮さ
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れている状況にはないのであるから、「森林施業を制限しなくても受益の対

象を害するおそれがないと認められるとき」には該当しない。 

４ 本件審査請求の要旨 

審査請求人の主張する審査請求の趣旨及び理由は以下のとおりである。 

本件処分の理由は極めて観念的で、合理的根拠を欠き、かつ、条理に基づか

ず法的に整合しない。よって、森林法２６条１項の規定に違反しており本件処

分は違法である。 

⑴ 本件保安林の受益対象を土砂の流出経路に近接するＤ都道府県道と人家等

とするが、範囲の定量的規模の明示がなく全体像が極めて曖昧である。 

その上で昭和１７年５月における本件保安林指定当時の土砂流出経路及

びＤ都道府県道の規模は当時と現在とでは大きく異なり大幅に向上されてい

る。本件保安林指定以後の土砂流出経路とされるＦ地沢下流域では幾多の護

岸改良工事により現在では流水処理量は毎秒２０㎥もの能力がある。Ｄ都道

府県道についても指定当時は人馬と荷車が通る未舗装の狭小道にすぎなかっ

たが昭和３０年代以降、Ｆ地の橋梁改修とともに道路の全面舗装並びに拡幅

がなされ現在では幅員８～９ｍのＤ都道府県道として整備された。 

一方、防災面では当該地域における災害等の被害は本件保安林指定当時

以前から現在に至るまで土砂流出を含め事実は確認できない。このことは当

該地域の住民の聞き取りや役所に現存する災害記録等からも確認する資料は

ない。こうした本件保安林周辺並びに下流域周辺の過去の災害の有無等を把

握せず、単に点在する人家の地理的存在のみで受益対象と定義するには合理

的でない。 

結語として本件保安林指定当時とは格段の環境整備により向上した当該

地域の物理的条件を一切考慮しないのは失当と言わざるを得ない。 

⑵ 自然現象か人為的否かを問わず、保安林が破壊された場合の取扱いは、平

成２４年（行ウ）第１４８号（大阪地方裁判所）、平成２７年（行コ）第６

７号（大阪高等裁判所）判決からも明らかであるが、本件保安林は過去全伐

され、元地盤上への４０ｍ以上の盛土行為によって完全に破壊された。 

現在は部分的に草本類のみが点在する平坦な無立木地であるが、盛られ

た土砂の一部に点在する雑草群を自然緑化・植生の回復途上であると主張し、

やがて遷移による森林化が進み、更に機能が高い状態の森林への移行が見込

まれると、極めて客観性のない非現実的な論理には違和感がある。 

遷移による森林化とは何十年何百年先を見据えているのか、大いに疑問
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である。 

⑶ 保安林は周辺土地と一帯となって機能を発揮すべきという観点から、全伐

と大量の盛土行為で破壊され機能を失った本件保安林のかつての上流集水区

域に生じた池状地から下流への水路機能回復工事は、結果として正に機能が

破壊された本件保安林を含む周辺一帯の土砂流出防備機能を代替するものに

ほかならないものである。 

（このことは指定管理者のＧ都道府県も同様の認識であった。） 

加えて審査請求人が行った本件保安林の排水是正工事は表面排水による

浸食を抑止する適切な保安林機能の代替施設に当たるものであり、一部にす

ぎず全てを代替するものではないとの主張にはその論拠が不明確で合理的で

ない。 

一方、当該保安林機能の代替施設の設置は解除条件の判断基準の一つで

あるが、保安林機能の代替施設の設置とは保安林以外への転用する場合にお

いてであるという新たな判断が示された。しかしながらその法的論拠がない

ことには不可思議さを禁じ得ないものがある。 

⑷ 処分理由には特段具体的根拠がなく本件保安林については過去森林施業が

及ばなかった時期には治山事業を実施するほど土砂流出のおそれが高いとい

う事実があったとの主張がある。治山事業はいつどのように行われていたの

か。 

どのような事実をもって土砂流出のおそれが高いと思われるのか、漠然

とした単なる推論にほかならない。⑴で記述のとおり、本件保安林及び下流

地域において過去災害の事実はない、加えて過去の盛土行為から３０年、終

了から２０有余年は経過し事実上森林施業は制限されていない。さらに本件

保安林と一帯のＨ水路敷きもその地下水脈は⑶で記述のとおり水路機能回復

工事がなされ、現状の地形からみても渓岸浸食による土砂流出のおそれは認

められないし、表面排水についても現状の既設排水管や審査請求人の排水是

正工事により下流ダムまで適切に排水処理され表面浸食の抑止にもなってい

る。したがって、受益の対象とされるものを害するおそれはないものである

から、本件保安林の森林施業を制限する必要性はないものと考える。（同様

に指定管理者のＧ都道府県も森林施業を制限しなくても受益を害するおそれ

はないと考えていた。） 

⑸ 処分審査では本件保安林について、現在の保安林としての現況と役割の可

否判断を避け、一部の草本類の繁殖のみを植生の回復途上にあり将来の森林
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化が見込まれると飛躍的拡大解釈し、著しく森林復旧が困難ではないとする。

しかしながら、森林法２６条１項は、指定理由が消滅したときには遅滞なく

その部分を解除しなければならないと定める。すなわち、文理解釈上、本件

申請や進達があった場合にはその時点での客観的状況判断を基準に決するべ

きであり、本件申請に対する森林復旧の予測判断のように年限のあてのない

漠然とした森林復旧の期待値を拡大的に解釈する判断は合理的でないと思料

するものである。 

以上、本件申請行為は法と制度ルールに基づき請求するものであり、処

分審査におかれましては法律的整合性、客観的合理性による判断を強く望む

ものであります。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

以下のとおり、処分庁が行った本件処分に関し、違法又は不当な点は認めら

れず、本件審査請求には理由がないことから、棄却されるべきである。なお、

審理員意見書においても同旨の理由により本件審査請求は棄却されるべきであ

るとしている。 

１ 本件処分の適否について 

⑴ 本件処分の適否は、本件保安林について、その指定の理由が消滅した（森

林法２６条１項）と認められるかどうかによって判断される。 

⑵ この点、大阪高等裁判所平成２７年（行コ）第６７号保安林解除処分義務

付等請求控訴事件の判決において、「法２６条１項に基づく保安林の指定の

解除については、行政庁の内部的判断基準として本件解除基準が定められて

いる。なるほど、本件解除基準は、被控訴人の主張するように、行政庁が保

安林指定を審査する際の解釈基準であり、それ自体法規範であるとはいえな

い。しかしながら、本件解除基準は、その内容に照らせば、行政庁が保安林

指定の解除に関する行政権限を行使するに当たって定めた基準ではあるもの

の、同権限行使の適正・公正を確保するための規定であることが明らかであ

り、しかもそれが公にされていること、また、その内容も保安林指定の目的

及び技術的な観点を踏まえたもので合理的なものであることが認められるか

ら、農林水産大臣は、これを適切に適用し、保安林の指定解除の申請に対す

る審査を行うことが要請されているというべきである。」と判示されている。 

⑶ したがって、本件においても、本件保安林が本件解除基準のいずれかに該

当するか否かによって、「指定の理由が消滅したとき」に当たるかを判断す

ることとする。 
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２ 解除基準１号の該当性について 

⑴ 受益の対象の有無について 

ア 解除基準１号の「受益の対象が消滅したとき」とは、例えば、受益の対

象となっている道路等が路線変更により受益の範囲から他に移転した等

受益の対象が不存在になった場合とされている。 

イ 本件保安林は、下流に重要な保全対象がある地域のはげ山及び崩壊地又

はこれらを含む土砂流出の著しい地域、若しくは地形、地質等の関係か

ら崩壊、流出のおそれがある区域において林木及び地表植生その他の地

被物の直接間接の作用によって林地の表面侵食及び崩壊による土砂の流

出を防止することを目的とする土砂流出防備保安林であることから、保

安林によって保護されるべき受益の対象は、保安林を含む土地からの土

砂の流出によって被害を及ぼすおそれのある人口、建物、道路、鉄道、

農地等と解される。 

本件保安林の受益の範囲は、Ｇ知事から処分庁宛てに進達のあった申

請書類中の「保安林解除調査地図」の黄色で図示された区域とされてお

り、受益対象は、この区域内に存する住宅やＤ都道府県道等である。 

ウ 受益の対象等については、「保安林整備管理事業実施要領（昭和５３年

８月２２日付け５３林野治第１８８３号林野庁長官通知）」等に基づき、

調査等を行い、特定することとされており、この手法は、保安林の指定

や解除に当たって、一般的に用いられている。具体的には、Ｇ都道府県

は、本件保安林の目的を踏まえて、上記実施要領等に基づき、現地確認

等の外業を含め「受益対象、受益者その他必要な事項」に関する調査を

行い、本件申請のあった時点での受益の対象を特定している。その際、

「保安林の指定又は解除等に係る直接の利害関係を有する者について」

（平成３年６月２０日付け３－２９林野庁治山課長通知）における基本

的な考え方に即し、本件保安林の直接の利害関係者の範囲を地形条件等

を踏まえ合理的に推定するために、平成２８年７月に林野庁が定めた

「山地災害危険地区調査要領（崩壊土砂流出危険地区調査実施要領）」

に基づき、「おおむね２次谷から３次谷までの渓流の出口からおおむね

２キロメートル以内」で地形的に土砂が流出し得る範囲を特定し、その

範囲内に所在する人家等の数量を住宅地図等から算定している。 

エ 一方、処分庁では、Ｇ都道府県が行った調査資料の確認やヒアリングを

実施しつつ、不法投棄や無断開発による現地形の変化も考慮した上で、
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前記の調書等にある本件保安林の受益の対象や範囲が妥当であることを

確認している。 

⑵ 審査請求人の主張について 

ア 審査請求人は、処分庁が本件保安林の受益の対象を明確に示さず、単な

る地理的な位置関係のみで、受益の対象とするのは合理的でないなどと

主張するが、受益の対象は上記のとおり、通知や通常用いる推定手法に

基づく調査等の結果、明らかにされたものであって、一般的かつ合理的

な方法に基づいていると認められるとともに、現在受益の対象が確実に

存在することが確認されている。 

なお、処分庁は、Ｇ知事から処分庁宛てに進達のあった申請書類中の

「保安林解除調書」のうち、受益対象を「住宅等２５戸、Ｄ都道府県道

２００メートル」とする記載について、正しくは「住宅等２４戸、Ｄ都

道府県道２００メートル」であるとして平成３０年１１月１日付けで資

料を提出している。これについて、審査請求人は平成３０年１１月２８

日付けで建言書を提出し、処分庁の資料への反証資料とともに改ざん等

の指摘もなされたが、審査請求人の反証資料のとおり、一部の住宅等を

受益対象から除外したとしても、受益対象となる住宅が存在しているこ

とについて争う余地はない。 

イ また、解除基準１号は、保安林の指定時点にあった受益の対象が移動し

た場合、直ちにこれに該当することになるのではなく、受益の範囲内に

受益の対象が不存在となった場合に該当すると解される。このため、審

査請求人のいうように保安林の指定後に道路などの形状及び廃止並びに

付替えの事実があったとしても、現在も受益の範囲内に住宅やＤ都道府

県道等が存在していることから、受益の対象は消滅しているとする審査

請求人の主張は採用できない。 

ウ さらに、「保安林解除調書」の「治山事業等との関係」欄において、

「渓間を安定させるため、昭和５５年に谷止工１基設置」との記載があ

る。谷止工は、荒廃渓流の復旧、荒廃のおそれのある渓流等の災害予防

を目的として設置する渓間工の一種であり、不安定土砂の移動を防止し、

森林の土砂流出防止機能等を高める目的で設置するものである。また、

同欄には、「山地災害危険地区（崩壊土砂流出危険地区）に指定されて

いる」との記載もあり、本件保安林を含む地域は、山腹崩壊などによっ

て発生した土砂等が土石流となり、現在も災害が発生するおそれがある
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地区とされていることが分かる。つまり、これまでに本件保安林の下流

域周辺において、目に見える明らかな災害がなかったとしても、依然と

して土砂流出による災害が発生するおそれがあるということである。よ

って、その際に影響を受ける範囲内に人家等が存在していることから、

受益の対象が存在しないとは言い切れず、単に点在する人家の地理的存

在のみで受益対象と定義するには合理的ではないとする審査請求人の主

張は採用できない。 

⑶ まとめ 

以上のことから、本件保安林は、解除基準１号に該当するとはいえない。 

３ 解除基準２号の該当性について 

⑴ 自然現象等により保安林が破壊され、かつ、森林に復旧することが著しく

困難と認められるかどうか 

ア 解除基準２号の「自然現象等により保安林が破壊され、かつ、森林に復

旧することが著しく困難と認められるとき」とは、例えば、地盤沈下に

よる海没や陥没等により保安林が消滅するなどして、森林に復旧するこ

とが著しく困難となった場合とされている。このとき、保安林が破壊さ

れ、無立木地となったことだけで直ちにこの基準に該当することとなる

のではなく、破壊により、その復旧が著しく困難な場合に限られる。す

なわち、治山事業や造林の実施による森林の造成、復旧の必要性があり、

かつ技術的に可能であると認められるときには、これに該当しないとさ

れている。 

イ 本件保安林を含む約２１ヘクタールの土地は、平成元年から平成７年ま

でに請求外法人Ａ（以下「Ａ」という。）により不法投棄がされた。審

査請求人の反論書の資料によれば、本件保安林は、不法投棄前には立木

が集団で生育している状況であったものの、不法投棄により本件保安林

のほとんどが埋め立てられ、不法投棄前とは明らかにその様相を異にし

た状態となったことが認められる。また、本件申請に添付されていた現

場写真によれば、不法投棄により、本件保安林の勾配は不法投棄前より

も緩くなり、平坦に近い状況になったことが認められる。 

ウ 一方で、不法投棄後の平成２１年３月取りまとめの「Ｆ地植生調査報告

書（Ｇ都道府県）」によれば、本件保安林を含む不法投棄が行われた区

域は森林へ回復が可能と見込まれていた。その後、審査請求人による無

断開発が行われたが、その行為の内容は、土砂の埋立てや樹木の伐採で
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あって、将来森林への復旧の可能性が完全に否定されるような行為では

なかった。そして、無断開発が行われた区域については、審査請求人に

よる復旧工事が行われたことにより、無断開発が行われる前の状態にま

では回復が図られているとされており、審査請求人も反論書の中で、

「審査請求人の為した是正工事は取得時の原状に復旧改善するためのも

のである」ことを認めている。 

エ このように、本件保安林が、平成２１年当時と変わらない状態にまでは

回復が図られていたことからすれば、前述の植生調査報告書のとおり、

今後森林の回復が認められると判断することは一定の合理性があり、妥

当と考えられる。 

⑵ 審査請求人の主張について 

審査請求人は、植生調査報告書における将来予測は、日本全国での類似

ケースとの対比による予測にすぎないと主張する。 

しかしながら、同報告書において引用している事例は、火山被害地や煙

害地など本件保安林に比べ明らかに森林の生育条件の悪い土地における復旧

例であり、かかる事例地において復旧が確認されていることからすれば、よ

り条件の良い本件保安林において復旧の可能性があるとの調査結果は科学的

合理性が認められるものであり、審査請求人の主張は採用できない。 

また、大阪高等裁判所平成２７年（行コ）第６７号保安林解除処分義務

付等請求控訴事件において、「遅くとも昭和４９年以降、法４条の全国森林

計画に即して樹立される法５条の地域森林計画の対象森林で、法に基づく森

林の整備及び保全に係る計画の対象となっている」、「コンクリートで覆わ

れていても、盛土がされれば樹木が根を張り、森林として植生を回復するこ

とは可能である。」との事実認定がされている。本件保安林は、昭和１７年

に保安林に指定されて以降、地域森林計画の対象森林であり続けており、か

つ、平成２１年の調査時点には森林への回復途上であったこと等も踏まえれ

ば、審査請求人の主張は採用できない。 

⑶ まとめ 

以上のことから、本件保安林は、解除基準２号に該当するとはいえない。 

４ 解除基準３号の該当性について 

⑴ 解除基準３号の考え方 

解除基準３号は、「当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設

等が設置されたとき又はその設置が極めて確実と認められるとき」とされて



 

14 
 

いる。 

このうち、前段は、例えば、水害防備保安林の機能に代えて強固な水害

防止のための堤防が保安林外に構築され、溢水のおそれがなくなった場合等

とされる。 

また、後段は、例えば、宅地造成事業が計画され、保安林を転用する場

合に、その一環として、保安林に替わるべき保安施設が設置されることが確

実であると認められる場合とされている。そして、転用による解除は、保安

林の転用に係る解除の取扱い要領（平成２年６月１１日付け２林野治第１８

６８号林野庁長官通知。以下「転解要領」という。）によって所定の要件を

満たすものに限り慎重に行われているとされている。転解要領において、森

林法２６条１項に基づく転用に係る保安林の解除には、ア用地事情等、イ面

積、ウ実現の確実性、エ利害関係者の意見、の要件を満たすとともに、オそ

の他の満たすべき基準として、「保安林の転用に当たっては、当該保安林の

指定の目的の達成に支障のないよう代替施設（規則第４８条第２項第２号に

掲げる施設をいう。）の設置等の措置が講じられたか、又は確実に講じられ

ること」等が要件とされている（注：上記の｢規則｣は、森林法施行規則（昭

和２６年農林省令第５４号））。また、同号において、転用に伴って失われ

る当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設の設置に関する計画書

（以下「代替施設計画書」という。）を転用を目的とする解除申請書に添付

しなければならないとされている。その上で、代替施設計画書を上記アから

エまでの要件とともに審査し、その結果、全ての要件が具備されているもの

について、解除予定保安林であることが告示され、その上で、代替施設が設

置されたとき、当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設が設置さ

れたとみなして、当該保安林の解除が行われている。 

この運用については、転用に係る保安林の解除について、広く公表され

た法令及び通知等に基づいて一般的に行われているが、代替施設は保安林に

課せられた制限を解除することに伴い、もともと保安林が果たしていた機能

を担保するものであるから、保安林の転用目的の有無によらず解除の場合は

必要なものといえる。よって、解除基準３号は、保安林を他の用途に転用す

る場合の申請にのみ適用されるのではないことは明らかである。 

⑵ 転用目的の有無 

本件申請については、保安林指定解除申請の理由として、解除基準３号

に関し、本件保安林の機能を代替する施設として、機能回復工事が該当する



 

15 
 

旨が記載されているものの、転用を目的とすることは明記されておらず、ま

た、転用を目的に解除申請を行う場合に必要となる代替施設計画書が添付さ

れていない。さらに、審査請求人も本件審査請求において、本件申請は転用

を目的とするものではない旨を主張している。 

本件申請は、保安林を他の用途に転用することを目的としたものではな

いことから、上記⑴の解除基準３号の後段「当該保安林の機能に代替する機

能を果たすべき施設の設置が確実と認められるとき」について判断するもの

ではなく、解除基準３号に該当するかどうかを判断するには、本件申請時点

において「当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設等が設置され

た」と認められるかどうかによって判断すべきこととなる。 

⑶ 当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設等が設置されたときに

当たるか 

ア 「保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設が設置された」とみな

される場合については、転用による解除の場合とは異なり、当該施設が

満たすべき所定の要件を直接的に明文化したものは見当たらない。しか

しながら、当該施設は、当該保安林の機能と同等以上の機能を有する必

要があることは、転用目的であってもなくても変わりないことから、転

用による解除に当たって設置する代替施設を設置する場合と同等の基準

に適合する必要があるものと解される。よって、転解要領第２の３⑴オ

に掲げられた要件を満たす必要があるといえる。 

イ その上で、審査請求人が保安林の機能に代替する施設であると主張する

Ｅ市が行った機能回復工事及び審査請求人が行った復旧工事については、

それぞれ次のように判断される。 

（ア）機能回復工事 

機能回復工事は、不法投棄によって機能を失ったＦ地沢の機能の回復

を図るためＥ市が施行したものであり、不法投棄により堰き止められた

Ｆ地沢上流部に「土砂ダム」による池状のものが生じたことから、この

「土砂ダム」からの流出水を下流に安全に導くため、地下に導水管を設

置したものである。その一方で、本件保安林や不法投棄箇所を含む残流

域からの流出水、すなわち土砂流出の誘因となるとされる地表水は、当

該導水管は通らず、依然として地表面を流下するものとなっている。 

仮に、本件保安林の土砂流出防備保安林の機能に代替する施設を設置

するのであれば、このような地表水の処理に関して、転解要領第２の３
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⑴オに掲げられた開発許可運用基準の第２から第５まで及び開発行為の

許可基準の運用細則について（平成１４年５月８日付け１４林整治第２

５号林野庁長官通知。以下「運用細則」という。）に示す基準を満たす

排水施設の設置等が必要であるが、本件申請においては、このような措

置が講じられているとは認められない。 

このことから、機能回復工事が完了したとしても、上記基準と比較し

て十分なものが講じられたと認めることはできず、「保安林の機能に代

替する機能を果たすべき施設が設置されたとき」とみなすことはできな

い。 

（イ）復旧工事 

本件申請に係るＧ都道府県からの進達書類によれば、当該工事は審査

請求人による無許可土地形質変更に係るものとされている。その具体的

な工事内容は、①無断開発時に立木の伐採及び土砂の埋立てが行われた

範囲では苗木の植栽、②無断開発時に立木の伐採はなく土砂の埋立ての

みが行われた範囲では植物の種子の散布がなされているものの、本件保

安林が本来有すると想定される機能を十分に発揮する状態まで回復を図

るものとなっておらず、審査請求人も、当該工事は保安林取得時の原状

に復旧改善するためのものであることを認めている。 

このようなことからすれば、当該工事は、本来有すると想定される本

件保安林からの土砂の流出を防備する機能を備えているといえるもので

はなく、また、転解要領第２の３⑴オに掲げられた開発許可運用基準の

第２から第５まで及び運用細則に示す基準を満たす施設等が併せて整備

されているとも認められない。 

したがって、当該工事が完了したとしても、基準と比較して十分なも

のが講じられたと認めることはできず、「保安林の機能に代替する機能

を果たすべき施設が設置されたとき」とみなすことはできない。 

ウ よって、本件保安林に関し、機能回復工事や復旧工事が行われたことを

もって、「保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設が設置された

とき」に当たるとは認められない。 

⑷ まとめ 

以上のことから、本件保安林は、解除基準３号に該当するとはいえない。 

５ 解除基準４号の該当性について 

⑴ 森林施業を制限しなくても受益の対象を害するおそれがないと認められる
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か 

解除基準４号は、「森林施業を制限しなくても受益の対象を害するおそ

れがないと認められるとき」とされており、保安林の指定の目的を達成する

ために必要な伐採方法やその限度面積、伐採跡地における植栽の方法、期間

などの指定施業要件を課さずに森林施業を行っても、受益の対象を害するお

それがなくなったと認められる場合が考えられる。 

例えば、過去にはげ山復旧等の事業が行われ、長期間保安林として管理

してきた結果、十分な土壌の生成等も認められ、もはや荒廃するおそれがな

くなったと認められ、保安林に指定し森林施業に制限を課さなくても、受益

の対象に被害を及ぼすおそれがない場合などである。 

⑵ 審査請求人の主張について 

審査請求人は、処分庁がどのような事実をもって土砂流出のおそれが高

いとしているか明らかではないなどと主張する。 

しかしながら、Ｇ知事から処分庁宛てに進達のあった本件申請の書類中

の「保安林解除調書」の「荒廃状況等」欄において、「森林状態への回復が

見込まれる」と記されているように、本件保安林は森林への回復途上であっ

て、十分な土壌生成等がなされている状態等といえるものではなく、もはや

荒廃するおそれがなくなったと認められるものではない。したがって、上記

２のとおり、本件保安林には受益の対象が存在していることも踏まえると、

依然として受益の対象に被害を及ぼすおそれがあると考えざるを得ない。 

また、審査請求人は、本件保安林は、機能回復工事や自らが行った復旧

工事により受益の対象を害するおそれはなく、本件保安林の森林施業を制限

する必要性はない旨主張するが、上記４のとおり、これらの工事が実施され

たとしても保安林の機能を代替する施設が設置されたとはいえず、土砂の流

出等のおそれがなくなったなどと判断することはできないことから、その主

張は採用できない。 

⑶ まとめ 

以上のことから、本件保安林は、解除基準４号に該当するとはいえない。 

６ まとめ 

以上のとおり、本件保安林は、本件解除基準のいずれにも該当しないことか

ら、森林法２６条１項に規定する「指定の理由が消滅したとき」に当たるとは

認められないものであって、指定を解除しないとした本件処分は相当であるか

ら、審査請求人の主張はいずれも採用できない。 
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７ 本件処分の違法性又は不当性について 

審査請求人は、処分庁は、審査請求人が反社会的団体のフロント企業等と流

布した疑いがあり、こうしたことが本件保安林の処分に係る審査に影響を与え、

本件処分が果たして公平公正に行われたものか極めて疑わしいと主張する。 

しかしながら、森林法２６条１項に該当するか否かは、本件解除基準の該当

性のみをもって判断することとなっていることから、そもそも、保安林の指定

の解除の審査に当たり、審査請求人が主張するような事項を考慮する余地はな

く、現に、審査請求人からの本件申請に対しては、処分庁はこれを受理すると

ともに、本件解除基準の該当性のみを審査し、その結果のみをもって、本件処

分を決定しており、他事考慮がなされた事実は認められず、本件処分が法令・

通知に則して適正に行われたことが確認された。 

また、その他、本件処分に関し、違法又は不当な点は認められない。 

８ 結論 

以上のとおり、本件審査請求には理由がないことから、行政不服審査法４５

条２項の規定により、棄却されるべきである。 

第３ 当審査会の判断 
１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によれば、本件審査請求後の手続は次のとおりである。 

ア 審査庁は、平成３０年４月１９日、本件審査請求の審理手続を担当する

審理員として、林野庁国有林野部業務課国有林野管理室林業・木材産業

情報分析官であるＺ（以下「審理員」という。）を指名し、同日付け

で、その旨を審理関係人に通知した。 

イ 処分庁は、同年５月２８日、審理員に対し、弁明書及び関係資料を提出

した。 

ウ 処分庁は、同年６月１９日、審理員の求めに応じ、審理員に対し、本件

処分に関する書類一式を提出した。 

エ 審査請求人は、同年７月５日、審理員に対し、反論書及び関係資料を提

出した。また、口頭意見陳述を希望する旨の申立てを行った。 

オ 処分庁は、同月２５日、審理員に対し、再弁明書及び関係資料を提出し

た。 

カ 審査請求人は、同年８月１３日、審理員に対し、再反論書及び関係資料

を提出した。 

キ 処分庁は、同年９月１１日、審理員に対し、同年８月２１日付けの審理
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員からの質問書に対する回答を提出した。 

ク 審理員は、同年１０月１７日、審理関係人を招集し、口頭意見陳述を実

施した。 

ケ 処分庁は、同年１１月１日、審理員に対し、関係資料を提出した。 

コ 審査請求人は、同月３０日、審理員に対し、関係資料を提出した。 

サ 審理員は、同年１２月１２日付けで、審理関係人に対し、審理手続を終

結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期

が同月２５日である旨を通知した。 

シ 審理員は、同月２５日、審査庁に対し、審理員意見書及び事件記録を提

出した。 

なお、本件申請から諮問書の提出までの各手続に要した期間は、以下の

とおりである。 

本件申請（経由庁受付）  ：平成２９年１１月２４日 

本件申請の処分庁受付   ：同年１２月２０日 

本件処分         ：同年１２月２８日頃 

本件審査請求受付（審査庁）：平成３０年３月２８日 

審理員指名        ：同年４月１９日 

審理員意見書提出     ：同年１２月２５日 

諮問書提出        ：平成３１年１月１１日 

⑵ 本件審査請求申立てから本件諮問に至るまでの一連の手続は、上記⑴記載

のとおりであり、違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 
２ 本件保安林に係る事実経過 

 各項末尾の掲記の資料（事件記録、当審査会の求めに応じて審査庁が提出し

た資料及び審査請求人が追加提出した主張書面等）によれば、本件保安林に係

る植生等の状況の変遷と行政の対応の経緯等は以下のとおりである。 

⑴ 本件保安林の土地は、昭和１７年５月１４日及び昭和５７年７月６日にそ

れぞれ「土砂の流出の防備」を目的とする保安林に指定された。保安林指定

当時の林況は、林齢３０年から４０年の杉や林齢５年から３０年の雑木が生

育していた。 

（本件保安林の保安林台帳（電子化以前のもの）） 

⑵ Ａは、平成元年頃から平成７年１１月頃までの間、本件保安林を含む土地

に、森林法３４条２項の許可を得ないまま大量の土砂等を投棄し、当該土地

の形質を変更するなどの開発行為を行った。 
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これに対し、Ｇ都道府県は、平成３年８月頃、Ａに対し、違法な森林開

発に対する指導、中止勧告及び命令を行い、さらに、Ｇ知事は、平成４年１

１月２５日付け林第ｆ号によりＡ及びその代表取締役Ｂを森林法違反で刑事

告発し、Ｂは、平成５年２月１０日Ｊ簡易裁判所において同法違反の略式命

令を受けた。これにより、土砂等の投棄が一時中断した。 

その後、Ｇ都道府県は、同年５月頃、Ａに対し違法な開発行為に係る復

旧工事計画書の提出を指導し、同年１０月頃にＡが提出した計画書を承認し

たにもかかわらず、Ａは、平成６年３月頃、土砂等の投棄を再開した。 

Ｇ知事は、平成７年９月１４日付けＧ都道府県指令林第ｇ号によりＡに

対し同法３８条２項による土地の形質を変更する行為の中止を命じ、また、

Ｇ都道府県、Ｋ町及びＬ営林署は、同年１０月頃、土砂搬入業者に対し土砂

等の搬入を中止するよう警告文を配布した。 

（告発状（Ｇ知事作成、平成４年１１月２５日付け）） 

（略式命令（Ｊ簡易裁判所作成、平成５年２月１０日付け）） 

（中止命令（Ｇ知事作成、平成７年９月１４日付け）） 

（「第２回口頭弁論調書（判決）」と題する資料） 

⑶ Ａによる上記の土砂等の投棄の結果、本件保安林を含む土地は更地の状況

になるとともに、本件保安林を含む土地の上流部には大きな水溜りが形成さ

れ、Ａにより排水管（暗渠）が敷設された後も、この大きな水溜まりは解消

されていない。 

平成９年には、建設省土木研究所砂防部長が現地調査を行った結果、当

該排水管は恒久施設とは認められず、新たな排水施設が必要であるとされ

た。また、当該排水管の位置や長さの詳細も不明で把握することができず、

安全性すら確認できない状況であるため、一時的な豪雨が発生した場合、そ

の雨水は一挙に民家が点在する下流に向かって無秩序に流れる危険性が否定

できない状況となった。 

（Ａが平成元年から平成７年までの間に本件保安林を含む土地約２１ヘクタ

ールにおいて立木の伐採及び土砂の投棄を行ったことに関する資料（立木の

伐採及び土砂の投棄の直後の本件保安林の植生の状況が分かる資料）） 

（「第２回口頭弁論調書（判決）」と題する資料） 

⑷ Ｇ都道府県は、平成１９年１１月３０日、土砂が不法投棄された本件保安

林を含む土地についての調査結果を発表し、不法投棄された土砂を現況地盤

と見なして、水路や森林機能の回復等に向けて関係機関が連携して検討を進
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めることを発表した。 

（Ｍ地土砂不法投棄地における土砂の安定性分析評価と水質確認調査の結果

について（平成１９年１１月３０日Ｇ都道府県記者発表資料）） 

⑸ 平成２０年頃にＧ都道府県環境農政部が行った調査によれば、本件保安林

区域は、平坦地、緩傾斜地、窪地及び南向き斜面により構成され、当時の本

件保安林の植生は、以下のとおりであったと認められる。 

ア 平坦地では、車道としての利用を目的とした箇所がみられ、転圧等によ

り表土が堅く、礫質が多い。また、雨水等の排水が悪く、不透水層等の

形成が生じやすい状況もみられ、全体的に植生の生育地としては不適な

環境が多い。 

  当エリアの多くの面積を占める部分は泥岩質土壌であるが、埋立てが行

われたときの建設機械による締め固めにより、表土は固結している。そ

のため、植生回復を妨げる乾燥や貧栄養も予測され、他のゾーンに比

べ、植生は貧弱である。植生の見られないエリア、蘚類があるエリア、

ススキ群落になっているエリア、わずかにアカマツの侵入が見られるエ

リア、メリケンカルカヤのエリアなどがある。早期の森林化は、対策が

必要な場所である。他のゾーンに比べ、植生の遷移のスピードは遅い。 

イ 緩傾斜地では、平坦地と比較し植生の成立がよい。全体的にはススキ等

の草本類が優先して成立している。緩傾斜地の中央部には一部木本が数

十本まとまって成立している箇所もみられた。 

ススキ群落に陽樹のアカマツ、イヌシデ等が侵入している段階であ

る。特に、一部のアカマツは樹齢４～９年生のものが群落をなし、稚樹

が周囲に広がっている。草本層は、帰化植物のセイタカアワダチソウ、

メリケンカルカヤが目立つ。 

ウ 窪地では、排水のための暗渠工を管理するために盛土地内に造成された

ものである。窪地の周辺斜面では、締め固めされていないことや水分環

境が良いことから、植物の生育環境としては平坦地と比較し良い。 

他のゾーンに比べ、土壌に湿り気がある。ススキが多く、アカメガシ

ワ、ミズキ等の陽樹の侵入が見られ、森林化が進んでいる。 

エ 南向き斜面では、切土や盛土のり面で形成されている。日照条件が良い

ことから乾燥しやすく、植物の生育には厳しい環境にある。このことか

ら、主に草本類が主体となり、木本類は先駆性の木本類が点在している

程度である。 



 

22 
 

ススキが優占するが、その中にアカメガシワ、イヌシデ等が侵入して

いる。現在の生育分布は少ないが、先駆植物のアカメガシワ等はその生

育分布を広げている段階である。 

オ 以上のように、各ゾーンによって植生は一様ではないものの、不法投棄

の行われた緩傾斜地、窪地、南向斜面、周辺森林近接地の４つのゾーン

における植生遷移については、１３年間の間に１、２年生草本群落から

多年草群落、更に先駆性木本群落に移行した。 

植生の状況は、ススキ群落にアカマツやアカメガシワ等の先駆植物が

侵入し、分布を拡大している。木本の侵入により、ススキが次第に衰退

しつつあり、特に、アカマツが優勢になっているところは、緩傾斜地、

周辺森林近接地であり、痩せ地で乾燥した場所と考えられる。アカメガ

シワが優勢になっているところは、窪地、南向斜面であり、アカマツの

生育している場所に比べ、土壌条件（硬度等）が良いことが想定され

る。 

また、緩傾斜地や南向斜面では、現在成立している木本類より若い

（近年侵入してきた）木本の本数が少ない。これは、ススキなどイネ科

草本の成立に加え、クズやアズマネザサの成立が多く、夏期には葉が繁

茂し、木本類の侵入を妨げているためであると推察される。 

侵入した木本の芽生えについては、鳥類による種子散布や、風による

種子供給が考えられる。また、各地からの残土等の搬入により、根株や

埋土種子などによる供給も起因すると思われる。 

周辺の森林の林縁については、コナラ等の落葉広葉樹やアラカシ、シ

ラカシ等の常緑広葉樹の実生が成長し、造成地側中心部へ分布を拡大し

つつある。 

調査の結果、以上のように各ゾーンの植生や遷移のスピードが異なる

ものの、どのゾーンにおいても、森林化に向かい植生遷移が進行してい

ることが確認できる。将来は、周辺森林に見られるように、コナラを主

とする二次林に、更に常緑広葉樹林に遷移していくと考えられていた。 

 （平成２０年度Ｆ地植生調査報告書（Ｇ都道府県環境農政部作成、平成２

１年３月）） 

⑹ 審査請求人は、平成２４年３月３０日、同年９月２８日及び平成２６年７

月２日に本件保安林を取得したが、その当時の本件保安林の植生の状況は、

草本類や木本類が分布し始めていたことが認められる。 
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（全部事項証明書） 

（「破壊されたＦ地沢の水路機能回復工事に基づく、下流のＤ都道府県道ま

での新設排水導水管施設設置ルートを示すもの」（Ｅ市撮影、平成２３

年）） 

（「本件保安林直下のＮ自動車道坑道を示すもの及び本件保安林の受益対象

とされる位置を示すもの」（国土交通省Ｐ国道事務所撮影、平成２４年）） 

⑺ 審査請求人は、平成２６年６月から同年１２月頃まで、その所有する保安

林を含む土地において、森林法３４条１項及び２項に違反して立木の伐採及

び土地形質の変更を行った。 

これに対し、Ｑセンター所長は、平成２７年３月９日付け央セ第ｈ号に

より、審査請求人に対し、本件保安林の伐採及び土地形質の変更行為の中止

を勧告するとともに、「周辺地域の住民の生命・身体等に対する危険の予防

等必要な措置を講じるとともに、当該行為地の復旧計画書をＧ知事に提出」

することを命じた。 

（審査請求人に対してなされた行政指導の内容及び審査請求人が平成２７年

７月から平成２９年１０月までの間に本件保安林を含む土地において行った

工事の内容が分かる資料） 

⑻ 審査請求人による上記⑺の立木の伐採及び土地形質の変更により、本件保

安林は、更地になり、土砂の切盛や転圧が全体に見られることが認められ

る。 

（立木の伐採及び土地の形質の変更がなされた直後の本件保安林の植生の状

況が分かる資料（平成２７年２月 Ｍ地区現地調査（Ｇ都道府県水環境保全

課）） 

⑼ Ｑセンター所長は、平成２７年４月３０日付け央セ第ｉ号により、審査請

求人に対し、上記平成２７年３月９日付け央セ第ｈ号で中止を勧告した森林

法違反行為に対する復旧について、平成２７年５月２９日までに、復旧計画

事前協議書を提出するよう通知した。 

（審査請求人に対してなされた行政指導の内容及び審査請求人が平成２７年

７月から平成２９年１０月までの間に本件保安林を含む土地において行った

工事の内容が分かる資料） 

⑽ 審査請求人は、平成２７年１１月４日、Ｑセンター所長に対し、苗木（ス

ギ、ヒノキ）の植林及び種子吹付による緑化を内容とする復旧計画を提出し

た。 
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これに対し、同所長は、平成２７年１１月２０日付け央セ第ｊ号によ

り、審査請求人に対し、復旧計画事前協議書の補正を求め、審査請求人は、

平成２８年１月２２日、同補正の求めを受けて、復旧計画事前協議書の補正

を提出した。同所長は、平成２８年１月２５日付け央セ第ｋ号により、審査

請求人の復旧計画書について、「この承認は全体の復旧のうち植生の回復に

係るものであり、排水対策については現地の調査及び対策の検討を引き」続

き行うよう留保した上で、同復旧計画書を承認した。 

（審査請求人に対してなされた行政指導の内容及び審査請求人が平成２７年

７月から平成２９年１０月までの間に本件保安林を含む土地において行った

工事の内容が分かる資料） 

⑾ 審査請求人は、平成２８年２月５日、平成２８年１月２５日付け央セ第ｋ

号により承認された復旧計画書による植生の回復に係る復旧工事の完了を電

話連絡によって報告した。 

Ｇ知事は、平成２９年５月１１日付け央セ第ｍ号により、「平成２７年

１月２５日付け央セ第ｋ号で承認した緑化に関する復旧計画について、平成

２８年４月１３日に施工を確認した」旨通知した。（注：上記の「平成２７

年１月２５日付け央セ第ｋ号」は「平成２８年１月２５日付け央セ第ｋ号」

の誤りと思われる。） 

なお、この施工確認については、「緑化状況に関しては現在経過確認中

である旨、承知されたい」との留保が付けられている。 

（審査請求人に対してなされた行政指導の内容及び審査請求人が平成２７年

７月から平成２９年１０月までの間に本件保安林を含む土地において行った

工事の内容が分かる資料） 

⑿ 審査請求人は、平成２９年４月２６日、Ｑセンター所長に対し、現況復旧

に伴う排水施設の整備を内容とする復旧計画事前協議書を提出した。 

これに対し、同所長は、平成２９年５月１８日付け央セ第ｎ号により、

「平成２７年４月３０日付け央セ第ｐ号及びｉ号で作成を通知した復旧計画

の一部として」同復旧計画を承認した。また、審査請求人は、平成２９年９

月２７日、平成２９年５月１８日付け央セ第ｎ号により承認された復旧計画

書による復旧工事について計画変更を申し入れ、同所長は、平成２９年９月

２９日付け央セ第ｑ号により同計画変更を承認した。 

（審査請求人に対してなされた行政指導の内容及び審査請求人が平成２７年

７月から平成２９年１０月までの間に本件保安林を含む土地において行った
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工事の内容が分かる資料） 

⒀ 審査請求人は、平成２９年１０月５日、Ｑセンター所長に対し、平成２９

年５月１８日付け央セ第ｎ号により承認された復旧計画書による排水施設の

整備に係る復旧工事の完了を報告した。 

これに対し、同所長は、平成２９年１０月２４日付け央セ第ｒ号によ

り、「平成２９年５月１８日付け央セ第ｎ号（変更承認：平成２９年９月２

９日付け央セ第ｑ号）で承認した復旧計画（排水に関する内容）について、

平成２９年１０月１０日に完了を確認した」旨通知した。 

（審査請求人に対してなされた行政指導の内容及び審査請求人が平成２７年

７月から平成２９年１０月までの間に本件保安林を含む土地において行った

工事の内容が分かる資料） 

⒁ 審査請求人による上記⑽の復旧計画書による植生の回復に係る復旧工事が

なされた結果、本件保安林の植生の状況は、平成２９年度Ｆ地植生調査報告

書によれば、以下のとおりであった。 

ア 本件保安林の下流側部分内に位置する調査地点では、３方形枠の植生高

は０．２～１．２ｍ、植被率は０．３～９５％であり、枠によって植被

は異なった。木本もクズも出現せず、一年草又は多年草から構成されて

いた。一次遷移初期の草本群落と判断される。 

イ 本件保安林の上流側部分内に位置する調査地点では、２方形枠の植生高

は２．５～３．５ｍ、植被率はともに１００％であった。また、木本の

優占度が５０％以上あり、１枠はコナラやアラカシ、イヌザクラといっ

たコナラ二次林を構成する種が多く、２枠はカラスザンショウやアカメ

ガシワ、タラノキといった先駆樹種が多かった。 

 （平成２９年度Ｆ地植生調査報告書（Ｒ課作成、平成２９年）） 

⒂ 上記⑶記載のＡによる本件保安林を含む土地に係るＳ水路の不法埋立てに

よる危険を回避するため、Ｅ市は、平成２７年度から平成２９年度までの３

か年において、同水路の機能回復に係る工事を実施した。 

（Ｓ水路機能回復工事に関する資料） 

⒃ 本件保安林の植生は、平成３０年６月に撮影された写真によれば、上記⒁

の状況から植生の回復が進み、特に、審査請求人による上記⑽の復旧計画書

による植生の回復に係る復旧工事において植林がなされた本件保安林の上流

側部分の一部では、植林された樹木の成長が進んでいることが認められる。 

（「国有林・Ｆ地沢の破壊と埋没、本件保安林の破壊による指定理由の消滅



 

26 
 

より３０年後の現況を示すもの」（撮影者：Ｔ社、平成３０年６月撮影）） 

３ 本件処分の違法性又は不当性の有無について 

⑴ 本件処分の処分基準について 

保安林について、その指定の理由が消滅したと認められるかどうかにつ

いては、処分庁は、その判断に当たり、本件解除基準を内部的判断基準とし

て用い、これを公表しているところ、その内容は、保安林指定の目的及び技

術的な観点を踏まえた合理的なものであることから、以下、本件解除基準各

号に沿って、順次検討することとする。 

⑵ 解除基準１号「受益の対象が消滅したとき」に当たるか 

本件保安林の受益の範囲は、Ｇ知事から処分庁宛てに進達のあった申請

書類中の「保安林解除位置図」の黄色で図示された区域とされており、受益

対象は、この区域内に存する住宅やＤ都道府県道等であると考えられる。 

審査請求人は、処分庁が本件保安林の受益の対象を明確に示さず、単な

る地理的な位置関係のみで、受益の対象とするのは合理的でないと主張する

が、審査関係人の間でその具体的な戸数や状況に争いはあるものの、下流地

域には住宅や道路が現在も存在していることからして、受益の対象が消滅し

たとは認められない。 

したがって、本件保安林は、解除基準１号に該当するとは認められな

い。 

⑶ 解除基準２号「自然現象等により保安林が破壊され、かつ、森林に復旧す

ることが著しく困難と認められるとき」に当たるか 

上記２で述べたとおり、本件保安林は、Ａによる土砂等の投棄後、周辺

森林からの種子進入などによる緑化が進み、平成２０年頃には森林化に向か

い植生遷移が進行していたところであった。その後、本件保安林は、平成２

６年には審査請求人による立木の伐採及び土地形質の変更により更地に近い

状態になったものの、Ｇ都道府県は審査請求人に対し本件保安林を森林に復

旧させるための工事を命じ、これを受けた審査請求人による植栽や種子吹付

が行われ、その結果、現在、本件保安林は、審査請求人による立木の伐採及

び土地形質の変更がなされる前の植生の状態への回復途上であることが認め

られる。 

審査請求人は、Ａによる土砂等の投棄により、本件保安林は部分的に草

木類のみが点在する平坦な無立木地となり、保安林指定当時の構成林の樹

種、樹高ある森林は皆無であり、今後もその森林復旧は極めて困難で、本件
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保安林の森林への復旧は１００年以上も先のことになる旨主張する。 

しかし、保安林においては、｢森林所有者等が保安林の立木を伐採した場

合には、当該保安林に係る森林所有者は、当該保安林に係る指定施業要件と

して定められている植栽の方法、期間及び樹種に関する定めに従い、当該伐

採跡地について植栽をしなければならない。｣と伐採後の土地に植栽すべき

義務が規定されている（森林法３４条の４）ことからも明らかなように、保

安林における立木が伐採されて無立木地になったというだけで「森林に復旧

することが著しく困難」と認めることは相当ではない。 

本件保安林についてみれば、本件保安林の植生の状況については、Ａに

よる立木の伐採と大量の土砂の不法投棄、さらには、その後の審査請求人に

よる立木の伐採及び土地形質の変更がなされた都度、Ｇ都道府県によりその

復旧のための指導が行われた結果、現在、上記２⒁及び⒃記載のとおりの状

況にあり、森林化に向けて回復途上にあるということができる。 

ちなみに、審査請求人による立木の伐採及び土地形質の変更行為がなけ

れば、更に森林化が進んでいたことは明らかである。 

したがって、本件保安林は、「自然現象等により保安林が破壊され、か

つ、森林に復旧することが著しく困難と認められる」とはいえないことか

ら、解除基準２号に該当するとは認められない。 

⑷ 解除基準３号「当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設等が設

置されたとき又はその設置が極めて確実と認められるとき」に当たるか 

土砂流出防備保安林の目的は、「林木および地表植生その他の地被物の

直接間接の作用によって、表土の流出および林地の崩壊を防止すること」と

されており、本件保安林については、長官通知の解除基準３号に定める保安

林の機能とは、当該保安林の表土の流出及び林地の崩壊を防止することと解

される。 

上記２で述べたとおり、Ｅ市が、平成２７年度から平成２９年度までの

間に、本件保安林を含むＭ地区においてＳ水路回復事業を行っているが、同

事業は、Ａによる土砂等の投棄により、同地区の上流部に大きな水溜りが形

成され、一時的な豪雨が発生した場合に、雨水が一挙に民家が点在する下流

に向かって無秩序に流れる危険性があることから、この危険性を排除するた

めに、地下に導水管を設置したものであり、同事業により水路が整備された

からといって、本件保安林自体の表土の流出及び林地の崩壊を防止する機能

に代替する機能を果たすべき施設が設置されたと認めることは困難である。 
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また、審査請求人が実施した平成２９年５月１８日付け央セ第ｎ号によ

り承認された復旧計画書による排水施設の整備に係る復旧工事は、審査請求

人が行った本件保安林の伐採及び土地形質の変更行為に対する「周辺地域の

住民の生命・身体等に対する危険の予防等必要な措置」であり、本件保安林

において伐採された樹木の根の緊縛力等によって土砂の流出を防止するとい

う本件保安林が本来あるべき森林の状態において果たす機能に代替する機能

を果たす施設等であると認めることは困難である。 

したがって、本件保安林は、「当該保安林の機能に代替する機能を果た

すべき施設等が設置されたとき又はその設置が極めて確実と認められるとき」

には当たらないことから、解除基準３号に該当するとは認められない。 

⑸ 解除基準４号「森林施業を制限しなくても受益の対象を害するおそれがな

いと認められるとき」に当たるか 

本件保安林の指定目的は土砂の流出の防備であるところ、その受益対象

である住宅や道路が下流地域に現在も存在しており、また、本件保安林は、

森林施業を制限することで「林木および地表植生その他の地被物の直接間接

の作用によって、表土の流出および林地の崩壊を防止すること」を目的とし

て土砂流出防備保安林として指定されたものであって、現状、森林化の回復

途上にあるものであり、森林施業に制限を課さなくてもその土地の「表土の

流出及び林地の崩壊を防止すること」ができる状態にあるとは認め難い。 

したがって、「森林施業を制限しなくても受益の対象を害するおそれが

ないと認められるとき」とはいえないことから、解除基準４号に該当すると

は認められない。 

⑹ 以上によれば、本件保安林は、本件解除基準のいずれにも該当していると

はいえず、森林法２６条１項に定める「その指定の理由が消滅した」と認め

るに足る資料はないから、本件処分に違法又は不当があるとは認められず、

本件審査請求を棄却すべきであるとの諮問に係る判断は妥当である。 

４ よって、結論記載のとおり答申する。 
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